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健
全
化
判
断
比
率
の
う
ち

主
な
比
率
で
は
、
実
質
公
債

費
比
率
は
１６
・
５
パ
ー
セ
ン

ト
で
あ
り
前
年
度
と
比
較
し

て
０.４
ポ
イ
ン
ト
上
が
り
ま
し

た
が
、
将
来
負
担
比
率
は
、

１４７
・
３
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り

前
年
度
と
比
較
し
て
３.７
ポ
イ

ン
ト
下
が
り
ま
し
た
。
 

　
八
潮
市
の
比
率
は
、
い
ず

れ
も
、
法
令
で
定
め
ら
れ
て

い
る
早
期
健
全
化
基
準
（
財

政
再
生
基
準
）、経
営
健
全
化

基
準
を
下
回
っ
て
い
ま
す
。
 

○
実
質
赤
字
比
率
…
一
般
会

計
等
に
お
け
る
実
質
赤
字
の

標
準
財
政
規
模
に
対
す
る
割

合
で
す
。
 

○
連
結
実
質
赤
字
比
率
…
一

般
会
計
等
に
公
営
事
業
会
計
・

公
営
企
業
会
計
を
加
え
た
全

会
計
を
対
象
と
し
た
実
質
赤

字
の
標
準
財
政
規
模
に
対
す

る
割
合
で
す
。
 

○
実
質
公
債
費
比
率
…
一
般

会
計
等
が
負
担
す
る
公
債
費

お
よ
び
公
営
企
業
の
公
債
費

に
係
る
繰
出
金
お
よ
び
一
部

事
務
組
合
の
公
債
費
に
係
る

負
担
金
な
ど
、
実
質
的
な
公

債
費
の
標
準
財
政
規
模
に
対

す
る
割
合
で
す
（
３
カ
年
平

均
値
）。
 

○
将
来
負
担
比
率
…
一
般
会

計
等
の
地
方
債
現
在
高
、
債

務
負
担
行
為
に
基
づ
く
支
出

予
定
額
、
公
営
企
業
債
残
高

の
う
ち
、
一
般
会
計
等
か
ら

の
繰
出
金
で
償
還
す
る
見
込

額
な
ど
の
将
来
負
担
額
の
標

準
財
政
規
模
に
対
す
る
割
合

で
す
。
 

○
資
金
不
足
比
率
…
公
営
企

業
の
資
金
の
不
足
額
（
実
質

赤
字
相
当
額
）
の
、
事
業
の

規
模
（
主
た
る
営
業
活
動
か

ら
生
じ
る
収
益
等
）
に
対
す

る
割
合
で
す
。
 

 ○
標
準
財
政
規
模
…
地
方
公
共
団

体
の
一
般
財
源
の
標
準
規
模
を
示

す
も
の
で
す
。
健
全
化
判
断
比
率

等
の
算
定
に
あ
た
っ
て
は
、
地
方

税
や
地
方
譲
与
税
等
の
収
入
見
込

額
に
普
通
交
付
税
お
よ
び
特
例
地

方
債
で
あ
る
臨
時
財
政
対
策
債
の

発
行
可
能
額
を
加
え
た
額
を
用
い

ま
す
。
 

　
「
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
る
、
八
潮
市
の
平
成
２０
年
度
決
算
に
基
づ
く
健
全
化
判

断
比
率
等
の
算
定
結
果
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
 

　
平
成
２０
年
度
決

算
に
基
づ
く
健
全

化
判
断
比
率
等
の

算
定
結
果
の
詳
細

に
つ
い
て
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
 

路
上
喫
煙
禁
止
区
域
を
指
定
 

１２
月
１
日
か
ら
「
八
潮
市
路
上
喫
煙
防
止
条
例
」
が
施
行
さ
れ
ま
す
。
 

N

路上喫煙禁止区域および喫煙場所 

平成２０年度決算に基づく健全化判断比率等 

実質収支額が黒字（資金不足額がない）の場合「－」で表示しています。 

資金不足額がない場合「－」で表示しています。 
資金不足比率は平成１９年度も全ての事業で資金不足額がなかったため前年度との比較は表示していません。 

健全化判断比率 

資金不足比率 

路上喫煙禁止区域 喫煙場所 

指定喫煙場所指定喫煙場所 指定喫煙場所 

南口 

北口 

垳三郷線 

ショッピング 
センター 

県
道
草
加
松
戸
線
 

※１　財政の早期健全化を図るべき基準です。健全化判
断比率のいずれかの比率が、基準以上の場合、財政
健全化計画の策定が義務付けられ、自主的な改善努
力による財政健全化が求められます。 

※２　財政の再生を図るべき基準です。健全化判断比率
のうち、将来負担比率を除いたいずれかの比率が基
準以上の場合、財政再生計画の策定が義務付けられ、
国等の関与による確実な再生が求められます。 

※３　公営企業の経営の健全化を図るべき基準です。資
金不足比率が、経営健全化基準以上の公営企業につ
いては、経営健全化計画の策定が義務付けられます。 

実質赤字比率 １２．７２％ ２０．００％ 

連結実質赤字比率 １７．７２％ ４０．００％ 

実質公債費比率 １６．５ ％ １６．１ ％ ＋０．４ポイント ２５．０ ％ ３５．０ ％ 

将来負担比率 １４７．３ ％ １５１．０ ％ △３.７ポイント ３５０．０ ％ 

平成２０年度 比　率　名 平成１９年度 比較増減 早期健全化基準※１ 財政再生基準※２ 

経営健全化基準※３ 

上水道事業 

平成２０年度 区　　分 

公共下水道事業 

稲荷伊草第二土地区画整理事業 

鶴ヶ曽根・二丁目土地区画整理事業 

大瀬古新田土地区画整理事業 

西袋上馬場土地区画整理事業 

南部東一体型特定土地区画整理事業 

２０．０ ％ 

　
こ
の
条
例
に
基
づ
く
、
路
上
喫

煙
禁
止
区
域
で
は
、
指
定
喫
煙
場

所
以
外
で
の
喫
煙
を
禁
止
し
ま

す
。
 

　
こ
の
路
上
喫
煙
禁
止
区
域
内
（
指

定
喫
煙
場
所
を
除
く
）
で
喫
煙
し

た
場
合
、
指
導
、
勧
告
、
命
令
、

罰
則
（
過
料
２
０
０
０
円
）
の
対

象
と
な
り
ま
す
。
 

　
な
お
、
罰
則
の
適
用
は
、
平
成

２２
年
３
月
１
日
か
ら
で
す
。
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